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サ マ リ ー 

 

 

福島原発避難者訴訟：第１陣訴訟控訴審・第６回口頭弁論について 

 

２０１９年７月２９日 

福島原発被害弁護団  共同代表 弁護士 小野寺 利 孝 

共同代表 弁護士 鈴 木 堯 博 

共同代表 弁護士 広 田 次 男 

 

＜問い合わせ先＞ 

弁護士 米倉勉（よねくら つとむ） ０９０－４０５２－１９９４ 

 

第１ 訴訟の概要 

１ 事件番号等 

平成３０年（ネ）第１６４号 仙台高等裁判所民事第２部係属 

   （原審は、福島地裁いわき支部平成２４年（ワ）第２１３号、平成２５

年（ワ）第１３１号） 

 

 ２ 当事者 

   第１陣原告７７世帯・２０７名（ただし、承継人９名を含めれば２１６

名） 

 

  【控訴人】 早川篤雄 外３４名（第 1次提訴分・承継人除く）＋國分富夫   

外１７１名（第２次提訴分・承継人除く）、その後死亡原告とそ   

の承継者を算入して、２１６名（以上第１陣原告）。 

原告はいずれも、福島原発事故当時、避難区域である双葉町、楢

葉町、広野町、南相馬市、川俣町（山木屋地区）などに居住してい

た住民であり、現在もいわき市のほか福島県内外において避難生活

を強いられている方々。 

このほか、避難者訴訟としては、第２陣・第３陣訴訟が続いて福

島地裁いわき支部に提起されており、第２陣原告・１１１世帯３７

９名、第３陣原告・６４世帯１６３名がいる。 

 

 

【控訴人代理人】 福島原発被害弁護団 

弁護士 小野寺利孝、同 広田次男、同鈴木堯博、同 米倉勉ほか 
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【被控訴人】 東京電力ホールディングス株式会社 

     この訴訟においては、被告に国は入っていない。 

 

４ 請求額  

  被控訴人は、控訴人らが福島原発事故によって被った損害に対する賠償

として、合計１８億８０７０万２６０円を支払え。 

（地裁段階では、「被告が、原告らが福島原発事故によって被った被害

として、合計金１３３億４７９万８１６６円の賠償金の支払いをせよ。」

というものであった。） 

 

５ 地裁段階での請求内容 

（１） 基本的な考え方［生活再建、再出発に必要な賠償を！］ 

      一人ひとりの被害者が地域コミュニティから無理やりひきはがさ

れ、従来の人間らしい生活と生産の基盤を丸ごと根こそぎ奪われ、

人間同士の関係性を断ち切られて孤立し、今後どこに定着して生活

したらいいのかの見通しもつかないこと、すなわち全人格的被害を

受けています。 

      本件事故は公害であり、加害者と被害者は非互換的で、加害行為     

には営利性があります。 

  そのうえで、広範囲の地域において、継続的かつ全面的に、広範

で深刻な被害を引き起こしています。しかも、本件事故による被侵

害利益は、広範な人格権（基本的生活利益としての平穏生活権）や

人格発達権であり、これまでの差額説的な考え方で扱われるもので

はありません。このような権利法益を充足していた生活と生産の諸

条件の効用の回復（原状回復）にこそ損害賠償の目的は据えられる

べきです。 

 

→生活再建、再出発を行なうために必要な賠償、原状回復が図られる

べきです。 

ただし、本件は、訴訟提起以来、時間が経過し、被害者の救済は     

待ったなしの状況です。一刻も早い被害者の権利の実現のため、     

請求項目は、最終的に、自宅不動産、家財、包括慰謝料に絞ってい

ます。 

 

（２） 損害賠償請求の内容・請求額 

① 避難に伴う慰謝料 

・内容 

避難先において強いられる不自由、不安、不便、心身の苦痛等の著し

い日常生活阻害に対する慰謝料です。 

具体的には、① 避難先住居での生活の限界（従来の住居よりも物理

的に不便になっていること等）、② 見知らぬ土地での生活上の不安、



3 

 

③ 被ばくによる不安・差別、④ 仕事の喪失、⑤ 家族の離散、⑥ 

被害者同士の軋轢などがこれにあたります。 

   ・請求額 

事故発生から避難生活が終了するまで、一人につき月額50万円を請求

しています。 

     

② ふるさとを喪失したことに対する慰謝料 

・内容 

 かつての自宅、また自宅のあった地域社会（コミュニティー）その も

のを喪失したことに対する慰謝料です。この訴訟での「ふるさと」（地

域社会生活）とは、生活と生産の諸条件（その一体的な存在）をいいま

す。 

より具体的には、地域社会生活の喪失による、地域生活利益・居住生

活利益等の多様な無形の財産的損害と、これに伴う喪失感などの精神的

苦痛を含む包括的な慰謝料です。 

地域生活利益とは、① 生活費代替機能（食べ物のおすそ分けなど、

生活費を補いあうこと等）、② 相互扶助・共助・福祉機能（小さいお

子さんや高齢者を互いに見守り、助け合うことで福祉の役割を果たしあ

うこと等）、③ 行政代替・補完機能（行政区の活動など、行政に代わ

る役割を果たすこと等）、④ 人格発展機能（子どもが地域の人に見守

られながら成長できること等）、⑤ 環境保全・自然維持機能（地域で

集団的に水利の管理や掃除をして環境を保全すること等）といった、地

域社会（コミュニティー）が存在していることで得られる利益をいいま

す。 

・請求額 

一人につき、金 2000 万円を請求しています。 

 

③ 財物賠償  

・内容 

元の居住地における「資産価値」ではなく、避難先で元の生活と同等

の居住環境（面積）を取得できるだけの賠償。→時価ではなく、再取得

価格での請求。 

但し、相双地域の平均的な宅地面積（500 ㎡）を超える部分について

は、元の居住地の時価で算定。 

   ・請求額 

［土地］ 

    500 ㎡未満の場合、避難前の宅地面積×福島県都市部の平均宅地単価

（４万３０００円）または、1368 万 8000 円（フラット 35）のうち、

いずれか大きい方。 

    500 ㎡以上の場合、５００㎡×福島県都市部の平均宅地単価（４万３

０００円）＋（従前の宅地面積－５００㎡）×（１㎡当たりの固定資産

税評価額×1.43）の式によって得られる額 
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［建物］ 

フラット３５（２２３８万円）＋（従前の床面積－115.3 ㎡）×平成

２３年度の平均新築単価（１５万８８００円）の式によって得られる  

額。 

［家財］ 

     損害保険の内容を参考に、家族構成ごとによって算定される賠償額。 

 

 ６ 高裁段階での請求 

   裁判が長期化していることと印紙代の負担等に鑑み、上記５のうち、（１）

の避難慰謝料及び（２）のふるさと喪失慰藉料について、その一部のみを

請求するということにしている。 

   避難慰謝料としては、月額１５万円×８４ヶ月分（２０１１年３月から

の７年分）として、ふるさと喪失慰藉料として、５００万円分の支払いを

請求する。 

 

第２ 訴訟経過の概要 

   本件の第 1 次提訴は２０１２年１２月３日が最初であり、第１回弁論は

２０１３年１０月２日でした。その後第６次原告まで追加提訴。 

   ２０１５年６月の第１１回口頭弁論以降証拠調べに入り、第２４回口頭

弁論まで、ほぼ１世帯について１人という原告本人尋問を実施してきまし

た。 

また、２０１６年中は、７月、９月、１１月の３回にわたって、現場検

証も行われました。１陣（1 次・2 次提訴分）に関わるのは、７月、９月の

２回分で、いわき市の仮設住宅、広野町、楢葉町、浪江町、南相馬市小高

区、双葉町について行いました（１１月の検証は、第２陣に関わるもので、

川俣町山木屋地区について）。 

さらに２０１７年３月２２日の第２２回口頭弁論においては、除本理史

（よけもとまさふみ）・大阪市立大学教授の証人尋問を行い、「ふるさと

喪失慰謝料」の内容を余すところなく明らかにしました。 

   同年６月２１日の第２４回口頭弁論をもって、原告側の第１陣訴訟に関

する立証が全て終了し、同年１０月１１日の第２６回口頭弁論では、原告

を第２次提訴までの一団を第１陣原告団として、第３次提訴以降第６次提

訴までの分を第２陣原告団として分離し、第１陣原告団に関する事件が結

審されました。 

   ２０１８年３月２２日、福島地裁いわき支部は判決を行い、その内容は、

緊急時避難準備区域の原告については既払い金を除いて一人７０万円、そ

の他の避難区域の原告には一人１５０万円の慰謝料の支払い（それも避難
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慰謝料とふるさと喪失慰藉料を区別しない）のみを命じるという不当な判

決でした。 

   原告団は、到底納得できないとして控訴して、仙台高裁での審理が始ま

ることになったものです。 

   仙台高裁での審理は、第１回の弁論が２０１８年１２月３日、第２回弁

論が２０１９年２月１８日に行われ、第３回（４月１９日）は午前中に弁

論、午後には２名の原告本人尋問が行われました。第４回（５月２０日）

には４名の原告本人尋問が行われて、被害の実情が語られました。 

   ６月１３日には、終日を使って、相双地域を縦断する「現地進行協議」

が実施されました。事実上の「現地検証」であり、広野駅周辺、J ヴィレ

ッジ、楢葉のコンパクトタウン、富岡の旧中央商店街、夜ノ森の帰還困難

区域との境界、双葉町役場、中間貯蔵施設、その予定地内の荒廃した民家、

旧道沿いの旧商店街など、そして浪江駅前の旧繁華街を、進行協議期日の

形で、指示説明を行いながら見分して回りました。 

 

なお、第２陣訴訟は現在いわき支部において尋問手続きを実行中であり、

第３陣は、いわき支部にて現在主張書面を順次提出している段階です。 

    

第３ 本件控訴審の意義 

   原発被害について賠償を求める裁判の争点は、大きく言って２つ－「損

害論」と「責任論」です。 

   被害者が受けた被害の内容を明らかにするとともに、事故がなかったの

であれば現在得られたであろう生活利益、苦しむ必要の無かった苦しみに

ついて賠償を求める。回復困難なものについては、回復すると等しいと考

えられる価値を得られるよう、手配を求めることになります。 

   当然そこには、その賠償を行う主体となる被告の責任が前提にあってこ

そ、被告の真摯な賠償の対応を期待できることになります。 

 

   福島地裁いわき支部判決は、この損害の判断も、責任の判断も、極めて

不十分な判断でした。 

   「損害論」についていえば、原告が「ふるさと喪失」の被害を訴えてい

たにもかかわらず、ふるさと喪失の被害を独自の被害として認めず、避難

慰謝料との区別もしないとの判断をしました。 

   賠償額も、原告らが求めた 2000 万円に比べれば到底納得出来ない 150

万、70 万という少額しか認めませんでした。 

   これでは、原告らにしてみれば、「深い繋がりを構築していた地域社会
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において、自然の恵みを享受しつつ、健やかに豊かに暮らしていた」こと

の価値が、被害として認められなかったということと同じです。また、事

故から 7 年余に及ぶ避難生活の苦痛も、適正に評価されたとは言えません。 

   他方で、いわき支部判決は、「責任論」について、東電には津波につい

ての予見可能性がなく、東電の責任が無いかのごとく判断もしており、こ

の点も重大な問題です。 

 

   控訴審においては、現在の被害状況をも踏まえ、これらの点について誤

りを正す判断をしてもらうのが獲得目標です。 

 

第４ 本件控訴審・第６回期日当日の流れ 

日 時 ２０１９年７月２９日（月） 

①１０時～１２時 

     証人尋問：一橋大学名誉教授 寺 西  俊 一 氏 

    ②１３時３０分～１６時３０分ころ（予定） 

     原告本人尋問（２名） 

場 所 仙台地方・高等裁判所（宮城県仙台市青葉区一番町１－１－６） 

      法廷は、１０２号法廷（前回までと異なります） 

 内 容 原告本人尋問 

     ①午前中 

      証人である寺西教授は、環境経済学の権威であり、本件事故によ

る甚大な被害について、その専門的知見に基づいて分析・研究し

てこられました。今回の証言においては、その実績に基づき、特

に「故郷喪失損害」について、その「損失＝Loss」としての意味

、避難による損害（「支出」＝Expense）との違い、そして本来

「貨幣的に評価できない」この損害を適切に評価するための手法

などを論証します。 

     ②午後 

      1人目のAさんは南相馬市小高区から避難して、今も帰還していま

せん。小高の町の生活基盤や生活状況がどのような実情にあるか

、そこに帰還することはどのような困難を意味するか、帰還でき

ない事情や理由を語ってもらいます。また、Aさんが事故までの

長い間、「小高・浪江原発」の反対運動してきた末の本件事故に

ついて、どんな思いを持っているかも、お聞きしたいと思います

。 

2人目のBさんは、川内村の旧緊急時避難準備区域から避難してい

る避難者であり、慰謝料支払いも住宅提供も打ち切られたため、

今も元の自宅には戻れないまま「車上生活」をしています。自宅

の周辺がどのような状況にあるのか、何故帰宅できないのか、そ

して現状について被告に対してどのような思いでいるのかなどに
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ついて、語って頂きます。  

  

 ※ 傍聴席の抽選はありません。午前・午後とも、開廷前に、各自で法廷に

お入りください。 

 

＊スケジュールは以下のとおりです。 

   9時      集合・決起集会 ⇒ 高裁前に移動 

9時30分    出発（原告団は、横断幕を掲げ行進します） 

   10時00分    開廷（12:00まで） 

           ～各自、昼休み休憩～ 

   13時      法廷入口の開扉 

   13時30分    開廷 

   16時30分頃  法廷終了（引き続き、別室で進行協議） 

   引き続き    法廷後の報告集会 

   16時45分頃  進行協議に参加してきた弁護団からの報告と、 

まとめの集会 

   17時20分頃  集会終了、解散 

 

※ 次回以降の期日 

 

９月５日（木） 午前：専門家証人尋問 （予定） 

 

関  礼 子 氏 （立教大学社会学部教授） 
プロフィール  専攻は環境社会学。「故郷」とは、人と自然のつなが

り、人と人の関わり、「永続性や持続性」が三位一体と

なった場であり、その「共同性」が奪われることが「故

郷剥奪」尊阿木なのだということを論証します。 
 

午後：原告本人尋問（３名）の予定 

 

 

１１月１２日（火）  午後  最終弁論（予定） 

 

 

以 上 

 


